
教 員
人材バンク

学校での教員不在を防ぎ、児童生徒の学びを保障します！

慢性的な人材不足により教員の加配措置がされず、小中学校においては、教員の出張、病気等により、学級を指導する

教員が不在となった場合に補填できないという事態が発生しています。

本事業により、児童生徒の学びの保障と教員及び学校の負担軽減に繋げます。皆さんのお力をぜひお貸しください！

登録勤務

教育委員会事務局

人材バンクの管理・運営を行います。

小中学校

複数の教員が欠席し、管理職を含め補欠
が組めない場合などに、人材バンクに登録

された支援員へ勤務を要請します。

支援員
（教員ＯＢ・ＯＧなど）

人材バンクへ登録していただくと、小中学
校から要請があった場合に、学校で児童・
生徒に対し指導などをしてもらいます。

上市町教育委員会事務局 〒930-0393 富山県中新川郡上市町法音寺１番地

TEL：076-472-2421 mail：k.gakkou@town.kamiichi.toyama.jp

滑 川 中 新 川 地 区



.

①人材バンクに登録

②支援員登録者名簿の配付

年度当初まで

③勤務の依頼

④勤務・勤務実績簿の提出

⑤勤務実績簿の提出（月ごと）

⑥謝礼の支払（月ごと）

支援員を派遣する場合

教育委員会

事務局小中学校

支援員
（教員ＯＢ・ＯＧなど）

①

②

④
③

⑤

⑥

～登録から派遣まで～

資格要件 小学校教員免許状又は中学校教員免許状

業務内容
・小中学校の学級担任又は教科担任が準備した課題等（教科書の練習問題、ドリル、
プリント等）に取り組む児童生徒への指導

・研修等で複数の教員が欠席し、管理職を含め補欠が組めない場合に支援が必要と
なる活動での指導

・代員派遣が必要となった学校において、県教委へ代員派遣申請をし、学校に代員
が派遣されるまでの期間の繋ぎ役 等

勤務条件
(1) 勤務時間 学校から依頼のあった日時

(2) 謝礼 勤務１時間につき2,000円

(3) 通勤手当 支給しない

(4) 給食費 給食を食べた場合、当該学校から請求される給食費は各自で

学校へ支払ってください。

登録方法 別紙登録申請書を、以下の提出先へご提出ください。

登録申請書提出先
〒930-0393 富山県中新川郡上市町法音寺１番地

上市町教育委員会事務局 学校教育班宛て

※滑川市教育委員会、舟橋村教育委員会においても、同様に受付を行っています。

個人情報
頂いた個人情報は、上市町及び情報提供に同意のあった市町村（これらの所管の学校
を含む。）における各種連絡及び謝礼の支払事務のためにのみ用います。申請者の同意
を得ることなく、第三者に情報を提供することはありません。


